
JP 5207177 B2 2013.6.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
船舶の周囲環境及び／もしくは他船状況に関するレーダー情報を取得するレーダー情報取
得部と、該取得されたレーダー情報を操船者の視点からの透視画像に変換する変換部と、
この変換された透視画像を操船者の目視景観に重ねて重畳画像として表示させる前記船舶
に対して少なくとも水平方向に回動可能な表示部と、前記表示部の方位角を検出する回転
角検出部とを具備し、前記表示部は表示されるべき重畳画像を前記表示部の回動による前
記回転角検出部により検出される方位角に連動して表示することを特徴とする目視認識支
援装置。
【請求項２】
　前記レーダー情報に基づいたＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装置）情報及び／もしくはＡ
ＩＳ（船舶自動識別装置）情報もさらに表示させたことを特徴とする請求項１記載の目視
認識支援装置。
【請求項３】
　覆域海面の船舶の周囲環境及び／もしくは他船状況に関するレーダー情報を取得するレ
ーダー装置と、前記レーダー情報の水平面表示を行うための平面情報表示器と、前記レー
ダー情報に基づき目視景観に重ねて重畳画像を表示する重畳画像表示器と、少なくとも水
平方向に回動可能な架台部と、該架台部の回動を検出する回転角検出手段と、前記レーダ
ー装置により取得されたレーダー情報から平面表示情報を得るとともに該平面表示情報あ
るいは前記レーダー情報に光学幾何補正を加えて重畳表示情報を得る表示情報導出器と、
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該得られた平面表示情報及び重畳表示情報に基づきそれぞれ前記平面情報表示器及び重畳
画像表示器に画像を前記回転角検出手段により検出される前記架台の回動に連動して表示
させる画像源器とを具備することを特徴とする目視認識支援装置。
【請求項４】
　前記重畳画像を目視景観に重ねるに当たり、水平線を基準として重畳させることを特徴
とする請求項１乃至３のうち１項記載の目視認識支援装置。
【請求項５】
　前記目視景観に重ねる重畳画像を、船舶の姿勢に応じて修正変換させたことを特徴とす
る請求項１乃至４のうち１項記載の目視認識支援装置。
【請求項６】
　重畳画像の目視中心線を、手動を含む動力により回動可能とし、この回動に応じて前記
重畳画像の表示を連動して回動させたことを特徴とする請求項１乃至５のうち１項記載の
目視認識支援装置。
【請求項７】
　前記船舶の周囲景観を撮影する撮像手段を更に設け、前記目視中心線の回動に連動して
景観画像を取り込み、該取り込まれた景観画像を重畳画像として、もしくは重畳画像近傍
に表示可能としたことを特徴とする請求項６記載の目視認識支援装置。
【請求項８】
　前記目視中心線の回動に連動して取り込んだ景観画像のうち少なくとも前記装置の視野
範囲外の画像を中心に前記重畳画像近傍に表示したことを特徴とする請求項６もしくは請
求項７記載の目視認識支援装置。
【請求項９】
　前記重畳画像を表示させる表示面が立設して略窓面に表示される重畳画像の下方手前に
、前記平面情報表示器を略水平に配置し、該平面情報表示器にレーダー平面画像、コンパ
ス情報、電子海図情報、景観画像情報を平面画像に変換した平面景観画像の少なくとも一
つを表示させたことを特徴とする請求項３記載の目視認識支援装置。
【請求項１０】
　前記重畳画像において、特定される船舶に係るＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報、ＡＲ
ＰＡ（自動衝突予防援助装置）情報のうち少なくとも一つを含む他船安全情報を文字情報
として重畳表示したことを特徴とする請求項２乃至９のうち１項記載の目視認識支援装置
。
【請求項１１】
　前記他船安全情報を前記重畳画像における略水平線近傍以上の空間部に表示したことを
特徴とする請求項１０記載の目視認識支援装置。
【請求項１２】
　船舶の周囲景観を赤外線画像を含む補完画像として取り込み、該取り込まれた補完画像
を前記レーダー重畳画像を補完するために前記重畳画像上に重ねて表示したことを特徴と
する請求項１乃至１０のうち１項記載の目視認識支援装置。
【請求項１３】
　前記レーダー重畳画像及び／もしくは補完画像のうち前記船舶の安全上の支障となる可
能性のある対象の存在を警告表示する警告表示部をさらに備えることを特徴とする請求項
１２記載の目視認識支援装置。
【請求項１４】
　前記重畳画像、操船者の視点、及び周囲の目視景観を合わせるための水平方向及び／も
しくは上下方向の位置調節手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至１３のうち
１項記載の目視認識支援装置。
【請求項１５】
　船舶の周囲環境及び／もしくは他船状況に関するレーダー情報をレーダー本体から取得
し、前記取得したレーダー情報を操船者視点からの透視画像情報に変換し、前記取得した
レーダー情報に基づき覆域海面の水平面画像情報を略水平面に設置された平面情報表示装
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置に表示し、前記変換された透視画像情報を周囲の目視景観と重畳するように前記船舶に
対して少なくとも水平方向に回動可能な重畳用表示装置に表示し、前記重畳用表示装置の
方位角を検出し、前記重畳用表示装置は表示されるべき重畳画像を前記重畳用表示装置の
回動による前記検出される方位角に連動して表示することを特徴とする目視認識支援方法
。
【請求項１６】
　前記目視景観の目視中心線は回動可能とし、この回動に応じて前記水平面画像情報及び
／もしくは前記透視画像情報が連動して回動することを特徴とする請求項１５記載の目視
認識支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、目視認識支援装置及び目視認識支援方法に係り、特に船舶の輻輳海
域での操船時の操船判断を支援する目視認識支援装置及び目視認識支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、飛行機、船舶、自動車その他の乗物を操縦する際、他の乗物の接近を含む周囲の
状況等を把握することは、安全上最も不可欠な要素である。したがって操縦士は、細心の
注意を払って目視で周囲の状況をリアルタイムに認識する必要があった。的確な状況判断
をするためには、目視で得た情報が最も重要な判断要素である。しかし、目視で得ること
できる情報には限界があり、遠方、後方及び障害物等により死角となる情報を得るには、
レーダーや監視装置等を利用せざるをえなかった。こうすることで、操縦士は目視とレー
ダー等から安全な操縦を行うための情報を得ていたが、一方で、操縦士は操縦しながらレ
ーダー等を確認しなければならず、作業負担が増加してしまっていた。この作業負担の増
加は、操縦士の疲労を蓄積させ、これが嵩じると安全上の脅威ともなり得る。
【０００３】
　また、特に船舶の操船の場合は、時間帯や海域や天候により変化する視界や潮流や波浪
の影響を大きく受けるため、周辺の状況等の把握ミスが致命的になり得る。潮流によって
は船舶の進行方向が大きく変化するため、操縦士は操船の柔軟な対応を必要とされ、更に
作業負担が増加する。また、夜間や霧また波浪によっては目視できる視界が遮られるため
、操縦士はレーダー等を確認する回数が多くなり、一層作業負担が増加する。その結果、
操縦士は悪条件が重なると見落としが発生し、操縦に悪影響を与えるおそれがあった。
【０００４】
　さらに、船舶は乗組員２～３人の釣り漁船や漁業船等の小型船舶から軍隊用戦艦、大型
旅客船や石油輸送タンカー等の超大型船舶まで、その船体の規模（大きさや重量）に歴然
とした差が存在する。大型船舶は操縦室が高配部に設置されているため、特に夜間や霧の
場合の船舶付近の海面状況は、目視が困難であり、小型船舶の存在は補足がしにくかった
。
【０００５】
　上記のことから、船舶その他の乗物に係る操行中の周囲の状況把握には、目視及びレー
ダー等の確認を効率化・簡易化することが必要であり、目視での状況認識を基本としてレ
ーダー等でその認識を支援し得ることを実現させる装置や仕組みが求められる。この点で
、特許の分野においては、状況認識効率の向上を図るため、例えば、特許文献１、２、３
に示すような対策が提案されてきた。
【０００６】
　特許文献１に開示される技術思想は、レーダーで周囲車輌の動きを検出し、周囲車輌の
動きをフロントウィンドウにベクトルとして前方の景色と重畳させて表示してドライバに
視認されるようにした車両用表示装置を提供する。
【０００７】
　また、特許文献２に開示される技術思想は、パイロットの頭部の姿勢角を検出すると共
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に、自機に対する他機の相対位置を検出し、これら検出した姿勢角情報及び相対位置情報
に基づき、自機の姿勢変化に対応する他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向けた
矢印シンボルとして、パイロットが装着するヘルメットに搭載したヘルメットマウンテッ
ドディスプレイにより外界に重畳して投影表示するものである。
【０００８】
　特許文献３に開示される技術思想は、画像移動量入力器からヘッドアップディスプレイ
に表示された赤外線画像の移動量を入力し、入力された画像移動量を基に、座標変換器が
第２の信号処理器から出力される画像信号を座標変換してヘッドアップディスプレイに出
力するものである。
【０００９】
　しかし、これらの従来技術では、ベクトルが表示される形式では対象物が視認しにくか
ったり天候不順で前方の視界が不良だった場合に安全が確保される保証がない。また、上
記各文献記載の技術における対象物の把握は人間の直感に適合していない。更には移動量
のみの情報表示では、より詳細な情報（距離情報、速度情報等）を獲得するためには、別
の手段に目を転じる必要があり、特に短時間での安全確認を必要とする場面などには不適
合といわざるを得ない問題があった。
【特許文献１】特開２００５－１２８６０７号公報
【特許文献２】特開２００２－３０８１９５号公報
【特許文献３】特開平１０－１１９８９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
夜間や霧の中、輻輳海域を安全に運航するためには、上述したように、多数の船舶の動静
を認識し迅速かつ的確な避航判断が要求される。他船の動静を把握するための航海計器と
しては、レーダーが有効であるが、輻輳海域でターゲットが多数存在する場合、経験の浅
い船員が、レーダー上の他船と実際に目視している他船の同定に手間取り、操船判断を行
うことが困難な状況に陥る可能性がある。
【００１１】
　本発明は、上記の従来技術の問題点を解決し、レーダーを用いた見張り作業の負担を軽
減し、より的確に目視認識を行うことに寄与し得る目視認識支援装置及び方法を提供する
ことを目的とする。より詳細には、船舶の輻輳海域での操船時の監視において、人間の目
視景観とレーダー上の他船・周囲状況等の情報とを重畳させて表示させることで、見張り
作業の負担を軽減し、如何なる状況下でも操船判断を的確に行うことを支援する目視認識
支援装置及び方法を提供することを目的とする。
【００１２】
　また、上記とともに、目視見張りとレーダーＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装置）の機能
の一部を併せ持つ、操作が容易で作業負担を低減できる目視認識支援装置及び方法の提供
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　かかる目的を達成するために、本発明の一実施態様に係る目視認識支援装置は、船舶の
周囲環境及び／もしくは他船状況に関するレーダー情報を取得するレーダー情報取得部と
、該取得されたレーダー情報を操船者の視点からの透視画像に変換する変換部と、この変
換された透視画像を操船者の目視景観に重ねて重畳画像として表示させる前記船舶に対し
て少なくとも水平方向に回動可能な表示部と、前記表示部の方位角を検出する回転角検出
部とを具備し、前記表示部は表示されるべき重畳画像を前記表示部の回動による前記回転
角検出部により検出される方位角に連動して表示することを特徴とする。
【００１４】
　ここで、レーダー情報取得部とは、電磁波を対象物に向けて発信し、その反射波を測定
することにより、対象物までの距離や方向を把握する機能を有する装置をいう。
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【００１５】
　また、周囲環境とは、陸、島、海岸、港、防波堤、灯台、建造物、民家及び浮体その他
自船の周囲に存在する可能性があるもの全て、或いは、海洋の波高及び潮流速度その他海
洋に関すること全てを含み、これらに限定されない。また、他船状況とは、自船の周縁（
その距離は特に限定しない。）に存在する他船に係る船名、速度（ノット）、積荷、目的
地、自船を基準とする方位及び距離その他全ての状況を含み、これらに限定されない。
【００１６】
　透視画像とは、パースペクティブ（ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ）である透視図法を利用し
た遠近法的画像処理のなされた画像をいい、操船者の目に映る像を平面に正確に写したも
のを示す。
【００１７】
　変換部とは、レーダー情報取得部によって取得されたレーダー情報に対して、操船者の
視点を中心にした透視画像に座標変換を施す数的処理機能を行う装置、或いはかかる機能
をコンピュータに実行させるプログラム、当該プログラムを記憶した記録媒体、当該プロ
グラムを搭載した情報処理機器（以下、「プログラム等」ともいう。）をいう。
【００１８】
　重畳画像とは、狭義にはレーダーエコーからの情報を操船者の視点からの透視画像に座
標変換した透視画像情報を現前の風景に重ね合わせるものをいうが、広義にはこの透視画
像情報に対して、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ジ
ャイロコンパス、ＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装置）、ＡＩＳ（船舶自動識別装置）から
の情報、レーダエコー及び他船シンボル等の一部もしくは全部、方位線や補助線などの補
助情報の全部或いは一部を重ね合わせて一つの画像情報としたものをいう。ここで、ＧＰ
Ｓは、全地球測定システム、汎地球測位システムとも言い、地球上の現在位置を調べるた
めの衛星測位システムを示す。また、ジャイロコンパスは、高速回転するコマの回転軸が
常に天空の一点を指す作用（ジャイロ効果）を用いて方位を知るための道具である。
【００１９】
　表示部とは、メインシステム部の重畳表示用画像源に表示された画像を、外部景観画像
と重ねて表示するための装置である。例えば、装置製作のための光学設計、ミラー、レン
ズ、コンバイナ、表示を見やすくするためのフィルタを含んで構成される。また、コンバ
イナに限らず例えば、目視景観の得られる窓面や目視景観上に重ねられる折りたたみ式の
透過画面であってもよい。
【００２０】
　上記態様に係る本願発明によれば、レーダー等により取得された他船を含む周囲の状況
が操船者の視点からの透視画像に変換されて表示されることから、目視と表示画像との差
異がほぼなくなり、目視上の他船とレーダー等により把握された他船とが容易に同定され
るのみならず、夜間や霧等の視界制限時において遺漏なく対象物を浮き上がらせることが
可能となる。
【００２１】
また、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、前記レーダー情報に基づいたＡＲ
ＰＡ情報及び／もしくはＡＩＳ情報もさらに表示させたことを特徴とする。
【００２２】
　ここで、ＡＩＳ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
：船舶自動識別装置）は、船舶の船名、船種、識別信号、位置、針路、速力、航行状態、
安全情報等の船舶運航等に係る情報を超短波帯（ＶＨＦ）の無線電波により、船舶相互間
及び船舶陸上施設間等で自動的に送受信し、当該情報を共有することにより、船舶相互の
衝突予防、船舶の動静把握、乗組員等の労力軽減等を図ることを目的としたシステムを示
す。また、ＡＲＰＡ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒａｄａｒ　Ｐｌｏｔｔｉｎｇ　Ａｉｄ：自
動衝突予防援助装置）は、自船のレーダー装置から入力されたレーダー映像に基いて他船
の追尾目標とする追尾物票を識別し、その追尾物票の移動の度合いからレーダー指示機に
おいて針路（コース）や速度等の航行データを演算した結果の表示データを表示部に表示
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すると共に、衝突の危険が発生すると警報を発出する機能を有する装置をいう。また、Ｒ
ＡＤＡＲ（Ｒａｄｉｏ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｒａｎｇｉｎｇ）は、自らの送信
機から電波を発射し、反射されて戻ってくる電波を受信機で受信することにより、ターゲ
ットの検出および距離、方位、移動速度等を決定する無線装置を示す。
【００２３】
　上記の態様に係る本願発明によれば、ＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装置）、ＡＩＳ（船
舶自動識別装置）からの情報がさらに重畳的に表示されるので、視認対象のうちの特定タ
ーゲットについての詳細情報を視認面の視点をずらすことなく獲得することができる。こ
のとき、ＧＰＳ、ジャイロコンパス等の情報をさらに取得するような構成としてもよい。
【００２４】
また、本発明の更に別の態様に係る目視認識支援装置は、覆域海面の船舶の周囲環境及び
／もしくは他船状況に関するレーダー情報を取得するレーダー装置と、前記レーダー情報
の水平面表示を行うための平面情報表示器と、前記レーダー情報に基づき目視景観に重ね
て重畳画像を表示する重畳画像表示器と、少なくとも水平方向に回動可能な架台部と、該
架台部の回動を検出する回転角検出手段と、前記レーダー装置により取得されたレーダー
情報から平面表示情報を得るとともに該平面表示情報あるいは前記レーダー情報に光学幾
何補正を加えて重畳表示情報を得る表示情報導出器と、該得られた平面表示情報及び重畳
表示情報に基づきそれぞれ前記平面情報表示器及び重畳画像表示器に画像を前記回転角検
出手段により検出される前記架台の回動に連動して表示させる画像源器とを具備すること
を特徴とする。
【００２５】
　ここで、レーダー装置とは、上記のＲＡＤＡＲ機能を実現できる装置をいうが、これを
実現するためのインターフェースとして、例えば、外部機器：レーダインターフェイス、
入力端子：ＬＡＮ、外部機器：ＡＩＳ、入力端子、外部機器：ジャイロコンパス、さらに
これらの接続に必要な総てのケーブルを含み、また、ＵＳＢ２．０、ＩＥＥＥ１３９４を
それぞれ単数もしくは複数備えるものを含んだ概念として構成される。
【００２６】
　また、平面情報表示器とは、例えばディプレイに係り、表示面を平面方向にし、操船者
はこの表示面を上から見下ろすように据え置き使用するものを示す。ボリューム状のつま
みによって常時調光可能なこと、ベゼルが極力少ないものであること、及びスタイラス等
のペン状の指示器が使用可能なタッチパネルであることが望ましい。
【００２７】
　また、重畳画像表示器とは、ＧＰＳ、ジャイロコンパス、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ、ＡＩ
Ｓからの情報、レーダエコー及び他船シンボル等の一部もしくは全部を操船者の視点から
の透視画像に座標変換した透視画像情報、方位線や補助線などの補助情報の全部或いは一
部を重ね合わせて一つの画像情報としたものを、外部景観画像と重ねて表示するための装
置である。例えば、装置製作のための光学設計、ミラー、レンズ、コンバイナ、表示を見
やすくするためのフィルタを含んで構成される。画像源の画像を視野に、透視画像平面を
視点の前方に透過表示する能力を有する。重畳用表示は無限遠の距離に結像する。コリメ
ータレンズ、ミラー、コンバイナ、フィルタ、それら光学要素を適切な相対位置に固定す
る治具からなる。
【００２８】
　また、架台部は、例えば、スタンド、回転式架台、及び筐体を備えて構成される。スタ
ンド上に取り付けられた、回転式架台には筐体が取り付けられ、筐体には重畳用表示装置
が取り付けられる。架台はコンパス中心を軸としてピッチ及びヨー方向に回転する。また
、方位角を検出するための回転角検出装置が取り付けられる。架台部は、回転式架台、ス
タンド、筐体から成り、本装置のハードウェアを納める部分である。
【００２９】
　また、回転角検出手段とは、例えば、架台の回転角度を検出してデジタル数値として出
力できる機能を有するものをいい、たとえば円形磁石の縁に２つのホール素子を回転中心
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を角として直交するように配置して、それぞれのホール素子から、磁石の回転に伴い９０
度位相がずれた波形、すなわち一方からは正弦波、他方からは余弦波の擬似的出力が得ら
れ、この２つの信号を用いてタンジェント変換し角度を検出する装置、たとえば、軸の回
転を検出してパルスや絶対位置等の信号を出すデバイスを示し、方位角（全方位３６０度
）或いは仰角（高い所にある物を見る視線と水平面とのなす角）及び俯角（物を見下ろし
たとき、水平面と視線方向のなす角）を検出するもの、例えば、ロータリエンコーダ等に
よって実現されるが、これらに限定されない。たとえば、架台がステッピングモータ駆動
式の場合に、指定ステップ数によって回転角度を把握する機能を備える装置をも含む。
【００３０】
　また光学幾何補正とは、例えば、平面的位置情報に対して透視画像情報を対応させる数
的処理・演算を行う機能をいう。つまり、地上座標を見た目の画像に変換するべく、平面
的基準点データをある点と、これに対応する透視画像上の点とを対応させる一定の座標変
換式にしたがって変換することで透視画像情報を得るものである。なお、平面的位置情報
のみならず、レーダー情報を直接処理して、透視画像情報を得ることも可能である。
【００３１】
　表示情報導出器は、水平面表示情報、立面透視画像情報をそれぞれ平面情報表示器及び
重畳画像表示器に表示させるための原データを導出するための機能を持った装置である。
これにより、表示装置を様々な精度のものに変更しても、即応的にそれぞれの表示装置に
対応した表示を可能とするものである。
【００３２】
　画像源器は、表示情報導出器により得られた表示原データを、回転角検出手段により検
出された架台の回動に連動して修正を加えて、所望の方向の表示画像を適合的に得るよう
にする機能を有する。
【００３３】
　上記の態様に係る本願発明によれば、レーダーにより物理的に入手される情報を元に他
船・周囲状況等の情報が、操船者の視点からの透視画像という操船者にとってより感覚的
に把握しやすい形に変換されこれが目視景観に重畳されて表示されることから、目視と表
示画像との差異がほぼなくなり、目視上の他船が容易に同定されるのみならず、夜間や霧
等の視界制限時において遺漏なく対象物を浮き上がらせることが可能となる。さらに、架
台部の回動に平面表示及び透視画像表示が連動して変化することも可能な構成により、表
示部が回動されて景観の変化に合わせて重畳画像が変化するので、目視上の他船とレーダ
ーによる他船との同定が一方向に限らず可能となる。
【００３４】
　　また、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、前記重畳画像を目視景観に重
ねるに当たり、水平線を基準として重畳させるように構成される。これにより、水平線と
いう基準線が存在することで、周辺景観の感覚による把握・同定がより容易・確実になる
。
【００３５】
　　さらに、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、前記目視景観に重ねる重畳
画像を、船舶の姿勢に応じて修正変換させるように構成される。これにより、船舶の姿勢
に対応させることで、揺れなどの挙動に即応的に順応した、より人間感覚に近い画像を得
ることができる。
【００３６】
　また、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、重畳画像の目視中心線を、手動
を含む動力により回動可能とし、この回動に応じて前記重畳画像表示を連動して回動させ
たように構成される。これにより、より注目したい対象に向けて回動させることで、これ
を目視的に把握することが可能となる。動力としては、例えば手動以外にも、モータを利
用したり、ばねや磁力を使う等、各種の方法があり得る。
【００３７】
　さらに、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、船舶の周囲景観を撮影する撮
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像手段を更に設け、前記目視中心線の回動に連動して景観画像を取り込み、該取り込まれ
た景観画像を重畳画像として、もしくは重畳画像近傍に表示可能としたように構成される
。この場合、撮像手段とはたとえばテレビカメラ、電子カメラ等の、観測対象を光電子素
子、写真乾板、フィルム等によって記録し、これを信号化する機能を備えるものをいう。
【００３８】
　これにより、透視画像変換により得られた透視画像を補完する景観画像を撮像により得
られる。この場合、取り込まれた景観画像は必ずしも重畳画像表示器に表示する必要はな
い。
【００３９】
　さらにこの場合、前記目視中心線の回動に連動して取り込んだ景観画像のうち少なくと
も前記装置の視野範囲外の画像を中心に前記重畳画像近傍に表示するように構成してもよ
い。これにより、たとえば背景状況も同時に表示でき、周囲を取り巻く状況を漏れなく把
握可能となる。
【００４０】
　また、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、前記重畳画像を表示させる表示
面が立設して略窓面に表示される重畳画像の下方手前に、前記平面情報表示器を略水平に
配置し、該平面情報表示器にレーダー平面画像、コンパス情報、電子海図情報、景観画像
情報を平面画像に変換した平面景観画像の少なくとも一つを表示させたように構成される
。これにより、水平画像が略水平に表示され、透視画像が立設して表示されることから、
人間の感覚により近づけられ、操船者による目視及び把握、他船の同定がより容易・確実
になる。なおこの場合、景観画像情報については取り込んだ景観が必ずしも周囲３６０°
全部に亘っている必要はない。
【００４１】
　さらにまた、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、前記重畳画像において、
特定される船舶に係るＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報、ＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装
置）情報のうち少なくとも一つを含む他船安全情報を文字情報として重畳表示するように
構成される。これにより、より詳細を知りたい対象の情報を簡易な操作によって入手する
ことができる。なお、ＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報、ＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装
置）情報については、上述のとおりである。
【００４２】
　さらにこの場合、前記他船安全情報を前記重畳画像における略水平線近傍以上の空間部
に表示するように構成してもよい。これにより、他船が近傍に存在していたとしても表示
上の支障をなくし、対象把握の遺漏を防止できる。この場合、一部水平線以下にかかる場
合も含んでいてよい。
【００４３】
　また、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、船舶の周囲景観を赤外線画像を
含む補完画像として取り込み、該取り込まれた補完画像を前記レーダー重畳画像を補完す
るために前記重畳画像上に重ねて表示するように構成される。レーダーにかからないもの
をも捉える補完手段によりレーダーを補えることから、安全上支障となり得る対象の捕捉
度を向上させる。
【００４４】
　さらにこの場合、前記レーダー重畳画像及び／もしくは補完画像のうち前記船舶の安全
上の支障となる可能性のある対象の存在を警告表示する警告表示部をさらに備えるように
構成してもよい。こうした警告表示させることで操船者の注意をより喚起し、安全度を向
上させる。
【００４５】
　また、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、前記重畳画像、操船者の視点、
及び周囲の目視景観を合わせるための水平方向及び／もしくは上下方向の位置調節手段を
さらに備えるように構成される。この位置調節は、人間が合わせる方法、装置を合せる方
法、画像を合せる方法のいずれかもしくはその任意の組合せであってよい。これにより、
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位置調節手段による微調整が周囲の目視景観との重畳をさらに精密・確実にする。
【００４６】
　また、本発明の更に別の態様に係る目視認識支援方法は、船舶の周囲環境及び／もしく
は他船状況に関するレーダー情報をレーダー本体から取得し、前記取得したレーダー情報
を操船者視点からの透視画像情報に変換し、前記取得したレーダー情報に基づき覆域海面
の水平面画像情報を略水平面に設置された平面情報表示装置に表示し、前記変換された透
視画像情報を周囲の目視景観と重畳するように前記船舶に対して少なくとも水平方向に回
動可能な重畳用表示装置に表示し、前記重畳用表示装置の方位角を検出し、前記重畳用表
示装置は表示されるべき重畳画像を前記重畳用表示装置の回動による前記検出される方位
角に連動して表示することを特徴とする。
【００４７】
　かかる構成を備えることにより、レーダーエコー信号として入手される情報を元に他船
・周囲状況等の情報が、操船者の視点からの透視画像という操船者にとってより感覚的に
把握しやすい形に変換されこれが目視景観に重畳されて表示されることから、目視と表示
画像との差異がほぼなくなり、目視上の他船が容易に同定される。
【００４８】
　また、別の態様に係る本願発明では、上記構成に加え、前記目視景観の目視中心線は回
動可能とし、この回動に応じて前記水平面画像情報及び／もしくは前記透視画像情報が連
動して回動するように構成される。これにより、より注目したい対象に向けて回動させる
ことで、これを目視的に把握することが可能である。
【発明の効果】
【００４９】
　本願発明によれば、船舶の操船の場面で、レーダーによる周囲状況情報が操船者の視点
からの透視画像に変換された上で目視景観に重ねて重畳表示されることから、目視と表示
画像との差異がほぼなくなり、目視上の他船が容易に同定されるのみならず、夜間や霧等
の視界制限時において遺漏なく対象物を浮き上がらせることが可能となるため特に有用で
ある。したがって、操船者の監視負担を軽減し、より安全な操船を可能とする。さらに、
船舶の場合、衝突の可能性のある他船や浮体等は３６０°あらゆる方向に存在する可能性
があり、そのためにレーダーは全方位情報を取得し、操船室は他の乗物と比べ広範囲で見
渡せる構成を採っているが、本発明では、特に別の情報入手源を設けなくても、レーダー
情報を直接利用でき、かつ操船室の広範囲の視界に適用することができる。
【００５０】
　また、本願発明によれば、ＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装置）、ＡＩＳ（船舶自動識別
装置）からの情報がさらに重畳的に表示されるので、視認対象のうちの特定ターゲットに
ついての詳細情報を視認面の視点をずらすことなく獲得することができる。
【００５１】
　さらに、本願発明によれば、物理的に入手される情報を元に他船・周囲状況等の情報が
、操船者の視点からの透視画像という操船者にとってより感覚的に把握しやすい形に変換
されこれが目視景観に重畳されて表示されることから、目視と表示画像との差異がほぼな
くなり、目視上の他船が容易に同定されるのみならず、夜間や霧等の視界制限時において
遺漏なく対象物を浮き上がらせることが可能となる。それに加えて、表示部が回動されて
景観の変化に合わせて重畳画像が変化するから、操船者にとっては自身の身体の動きに合
致するように周囲環境を把握することができるのみならず、船舶という広範囲の視界が要
求される用途において、視野角の狭さがカバーされる。また、この回転操作は、現在コン
パス上で他船や物標の方位を測定する動作と非常に親和性が高いため、違和感なく操船者
に受け入れられることが期待できる。
【００５２】
　また、本願発明によれば、水平線という基準線が存在することで、周辺景観の感覚によ
る把握・同定がより容易・確実になる。これにより、操船者にはより自然で無理のない周
囲状況の把握が可能となる。
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【００５３】
　さらに、本願発明によれば、船舶の姿勢に対応させることで、横揺れ、縦揺れ、上下揺
れなど船舶特有の挙動に順応した、より人間感覚に近い画像を得ることができる。したが
って、船舶の姿勢に変化が生じてもより正確に状況把握が可能となる。
【００５４】
　また、本願発明によれば、より注目したい対象に向けて回動させることで、船舶という
広範囲の視界が要求される用途において視野角の狭さがカバーされ、これを目視的に把握
することが可能となる。したがって、注目対象を特定しての周囲状況の把握が正確に行え
る。
【００５５】
　さらに、本願発明によれば、透視画像変換を施すことにより得られた透視画像を補完す
る景観画像が撮像により得られる。したがって、例えば、遠くのものはレーダー情報を利
用し、近くのものは撮像を利用することにより、より近接したものと遠方のものとを差別
化して把握することが可能となる。このことにより、船舶の近傍で自船の陰になる部分や
、プラスチック船体等レーダーで捕捉しにくい映像が得られ、安全上より注目すべき対象
を浮かび上がらせることが可能となる。また、目視中心線の回動に連動して景観画像を取
り込んでいるため、真に注目したい対象を中心に目視認識を支援できる。
【００５６】
　また、本願発明によれば、景観画像のうち少なくとも視野範囲外の画像を中心に重畳画
像近傍に表示することにより、例えば、前方の景観を注目しているときに、真後ろの景観
を表示しハックミラー的に表示することが可能となる。つまり、周囲環境を併せて表示す
ることにより、操船者・監視者は周囲状況のイメージをより正確に構築することができる
。
【００５７】
　さらに、本願発明によれば、水平画像が略水平に表示され、透視画像が立設して表示さ
れるため、人間の感覚により近く、操船者による目視及び把握、他船の同定がより容易・
確実になる。すなわち、平面的把握は水平的に表示させ、立面的視野に係る透視画像は立
面的に表示させることで、操船者・監視者は感覚のずれを感じないですみ、操船者・視認
者の違和感を最小化するため、より安全な操行が可能となる。また、略窓面に表示される
重畳画像の下方手前に、平面情報表示器が略水平に配置されているため、操船者・視認者
は視線を大きく変える必要が無く、目視景観と重畳画像、また平面情報表示器で得られる
レーダー３６０°平面情報等各種情報から、迅速かつ的確に自船の置かれた状況や他船、
浮体等の状況が把握、判断できる。
【００５８】
　また、本願発明によれば、ＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報、ＡＲＰＡ（自動衝突予防
援助装置）情報のうち少なくとも一つを含む他船安全情報が文字情報として重畳表示され
るので、たとえば安全操行上注目すべき対象の詳細情報を、かかる対象を本支援装置上で
ポイントするという簡単な操作により入手することができる。
【００５９】
　さらに、本願発明によれば、他船安全情報が重畳画像における略水平線近傍以上の空間
部に表示されるにより、他船が近傍に存在していたとしても表示上の支障がなくなる。こ
れにより、安全上注目すべき対象を漏れなく表示させることが可能となる。
【００６０】
　また、本願発明によれば、船舶の周囲景観を赤外線画像を含む補完画像として取り込む
ことにより、レーダーにかからないものをも捉える補完手段によりレーダーを補い、安全
上支障となり得る対象の捕捉度を向上させることが可能となる。これによれば、船舶の近
傍で自船の陰になる部分や、プラスチック船体等レーダーで捕捉しにくい情報が得られ、
安全上より注目すべき対象を浮かび上がらせることが可能となり、特に、夜間や霧の中で
あってもレーダーや目視で認識できない対象を的確に捕捉できる。
【００６１】
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　さらに、本願発明によれば、船舶の安全上の支障となる可能性のある対象の存在を警告
表示させることにより、操船者の注意をより喚起し、安全度を向上させる。したがって、
操船者・監視者が何らかの事情により万が一注意対象の特定を漏らしたとしても、かかる
懈怠を補完することが可能となる。
【００６２】
　また、本願発明によれば、位置調節手段により、重畳画像、操船者の視点、及び周囲の
目視景観を合わせるための水平方向及び／もしくは上下方向の微調整がなされることで、
周囲の目視景観との重畳がさらに精密なものとなり、安全上脅威となり得る対象の抽出精
度が高まる。
【００６３】
　さらに、本願発明によれば、レーダーエコー信号として入手される情報を元に他船・周
囲状況等の情報が、操船者の視点からの透視画像という操船者にとってより感覚的に把握
しやすい形に変換されこれが目視景観に重畳されて表示されることから、目視と表示画像
との差異がほぼなくなり、目視上の他船が容易に同定される。さらに、レーダー本体の全
方位情報を活用して、操船室の広範囲の視界に適用することができ、特別な情報源や装置
が不要となる。また、平面画像情報と透視画像情報の双方が利用でき、操船者・監視者の
目視を有効に支援し、安全な操行を支援することになる。
【００６４】
　また、本願発明によれば、より注目したい対象に向けて回動させることで、これを目視
的に把握することが可能であり、船舶という広範囲の視界が要求される用途において視野
角の狭さを有効にカバーする。つまり、対象を特定して積極的に情報収集することが可能
となり、また、操船者にとっても感覚上の違和感が最小化される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、以
下では、本発明の目的を達成するための説明に必要な範囲を模式的に示し、本発明の該当
部分の説明に必要な範囲を主に説明することとし、説明を省略する箇所については公知技
術によるものとする。
【００６６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１を含む全体構成を示す概要図である
。同図に示すとおり、目視認識装置１は、レーダーアンテナ２と、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ
３と、インターフェースユニット４と、ＡＩＳレシーバ５と、ＧＰＳレシーバ或いはサテ
ライトコンパス６と、ジャイロコンパス７と、補完情報装置（図示しない）とを備えて構
成される。
【００６７】
　装置１は、たとえば組込用ＰＣ（パーソナル・コンピュータ）で一部を構成してもよく
、様々な機能を備えるプログラムを内蔵するか、もしくはプログラム等を搭載した別個の
記憶媒体（図示しない）によって起動可能な情報処理装置として実現してもよい。本シス
テム稼働中に、リアルタイムで遅れなく表示を行い、また操作に対応する動作を行う能力
を有することが好ましい。ローカルエリアネットワーク（以下、「ＬＡＮ」ともいう。）
を介して接続され、レーダーエコー信号の取得、レーダーターゲットの捕捉及び解除、捕
捉したレーダーターゲット情報の取得（例えば、進路（ｃｏｕｒｓｅ）、速度、最接近距
離（ＤＣＰＡ）、最接近時間（ＴＣＰＡ）を含む。）、自船情報の取得（例えば、針路（
Ｈｅａｄｉｎｇ）、経緯度（Ｌａｔ．Ｌｏｎ．）、対地速度（Ｓ．Ｏ．Ｇ.）、対地進路
（Ｃ．Ｏ．Ｇ.）を含む。）の取得が可能である。
【００６８】
　ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３は、レーダーアンテナ２を介して船舶の周囲環境及び／もしく
は他船状況に関する情報を取得する機能を有している。
【００６９】
　インターフェースユニット４は、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３で取得した周囲状況に係るデ
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ータ・信号を目視認識装置１に受け渡す役割を果たすもので、たとえば、外部機器：レー
ダインターフェイス、入力端子：ＬＡＮ、外部機器：ＡＩＳ、入力端子、外部機器：ジャ
イロコンパス、さらにこれらの接続に必要な総てのケーブルを含み、また、ＵＳＢ２．０
、ＩＥＥＥ１３９４をそれぞれ単数もしくは複数備えるものを含んで構成されている。
【００７０】
　ＡＩＳレシーバ５は、パーソナルコンピュータとインターフェースを介して接続され、
他船のＡＩＳ情報を取得する機能を有している。
【００７１】
　ＧＰＳレシーバ或いはサテライトコンパス６は、インターフェースを介して接続され、
ＧＰＳ情報（例えば、経緯度（Ｌａｔ．Ｌｏｎ．）、対地速度（Ｓ．Ｏ．Ｇ.）、対地進
路（Ｃ．Ｏ．Ｇ.）、針路（Ｈｅａｄｉｎｇ）を含む。）を取得する機能を有している。
なお、ＧＰＳ情報は、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３に入力されているものをＲＡＤＡＲ／ＡＲ
ＰＡ３から取得する場合と、ＧＰＳレシーバ６から取得する場合があるので、設定により
選択できる構成が好ましい。
【００７２】
　ジャイロコンパス７は、インターフェースを介して接続され、ジャイロコンパス情報（
例えば、真北を含む。）を取得し、ジャイロコンパス情報からＧＰＳ情報に係る針路（Ｈ
ｅａｄｉｎｇ）を計算し得る。なお、ジャイロコンパス情報及びＧＰＳ情報の針路（Ｈｅ
ａｄｉｎｇ）に係る情報は、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３に入力されているものをＲＡＤＡＲ
／ＡＲＰＡ３から取得する場合と、ジャイロコンパス７から取得・計算する場合があるの
で、設定により選択できる構成が好ましい。
【００７３】
　補完情報装置（図示しない）は、船舶の周囲景観を赤外線画像を含む補完画像として取
り込み、こうして取り込まれた補完画像を後述の重畳用表示装置３４に補完表示させる機
能を有している。
【００７４】
　また、本装置１には、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３からの他船情報に基づき、安全上の支障
となる可能性のある対象をたとえばその距離情報と速度情報の一定閾値以上のものをピッ
クアップする機能により抽出し、これについての詳細文字情報を強調文字によって表示さ
せ、及び／或いは音声、匂い等の人間の諸感覚に強調的に訴える装置を備える警告表示部
（図示しない）をさらに備えて構成してもよい。
【００７５】
　図２は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１の詳細な構成図である。同図に示す
とおり、目視認識支援装置１は、水平状況表示装置１１、重畳用表示装置画像源１２、操
作部１３及びバランスウェイト１４のうち少なくとも一つを有するメインシステム部１０
と、筐体２１、回転式架台２２及びスタンド２３のうち少なくとも一つを有する架台部２
０と、コンバイナ３１、レンズ３２、ミラー３３、フィルタ３４及びその他取り付け冶具
（図示しない）のうち少なくとも一つを有する光学部３０とを具備して構成されている。
【００７６】
　メインシステム部１０は、図１記載のＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３と、ＬＡＮを介して接続
され、上記記載のレーダーエコー信号の取得、レーダーターゲットの捕捉及び解除、捕捉
したレーダーターゲット情報の取得、自船情報の取得ができる。また、ＡＩＳレシーバ５
、ＧＰＳレシーバ或いはサテライトコンパス６、ジャイロコンパス７とは、それぞれのイ
ンターフェースを介して接続され、ＡＩＳ情報を得たり、ジャイロコンパス情報及びＧＰ
Ｓ情報に係る針路を計算することができる。
【００７７】
　水平状況表示装置１１は、液晶を用いたディスプレイ画面を示し、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰ
Ａ３に係る所定の情報或いはジャイロコンパス７に係るコンパス情報を表示することがで
きる。また、そのスペックに限定はないが、入力信号はＤＶＩ及びＲＧＢで、スタイラス
等のペン状の指示器が使用可能なタッチパネルであることが好ましい。なお、ｄｉｍｍｅ
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ｒ機能を有し、ボリューム状のつまみにより常時調光可能な構成がより好ましい。
【００７８】
　重畳用表示装置画像源１２は、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３、ＡＩＳレシーバ５等、ＧＰＳ
レシーバ或いはサテライトコンパス６及びジャイロコンパス７から得た各種情報を基に重
畳用表示装置３４に表示させる画像源を投影する機器であり、スペックに限定はない。ま
た、バランスウェイト１４は、メインシステム部１０と架台部２０と光源部３０との接合
時に、目視認識装置１の重心をスタンド２１の中心線に保つための調整冶具であり、その
重さに限定はない。
【００７９】
　架台部２０は、メインシステム部１０を回転式架台２２で支え、スタンド２３で目視認
識装置１の全体構成を保つものである。回転式架台２２は、メインシステム部１０がコン
パス中心９を軸としてピッチ及びヨー方向に回転させるものである。また、方位角を検出
するための回転角検出装置（図示しない）が取り付けられている。かかる筐体２１には、
重畳用表示装置３４が取り付けられている。回転式架台２２が回動し得ることから、視野
角の狭さがカバーされる。また、この回転操作は、現在コンパス上で他船や物標の方位を
測定する動作と非常に親和性が高いため、違和感なく操船者に受け入れられることが期待
できる。なお、筐体２１、回転式架台２２及びスタンド２３に係る寸法や材質に限定はな
い。
【００８０】
　光学部３０は、メインシステム部１０に係る重畳用表示装置画像源１２の映像をミラー
３３で写し、レンズ３２を介してコンバイナ３１によりレンズ３２で反射された反射映像
と重畳用表示装置３４に係る背景とを重畳させて操船者が観測することができるようにす
るものである。なお、コンバイナ３１は、透過機能と反射機能とを具備し、反射映像と背
景とを重畳して見せる機能を持つ半透過反射板である。
 
【００８１】
　図３は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１のメインシステム部１０の操作部１
３の詳細な構成を示す詳細図である。同図において、操作部１３は、電源１３０１、グリ
ップ１３０２、トラックボール１３０４、重畳表示装置ｄｉｍｍｅｒつまみ１３０６、入
力切替えスイッチ１３０７、水平状況表示装置ｄｉｍｍｅｒつまみ１３０８のうち少なく
とも一つを有するが、これらに限定されず、他の要素機能を備えていても良い。グリップ
１３０２或いはトラックボール１３０４は、操作するための同機能を果たし得るため、い
ずれか一つを選択してもよいし、随時用途や場面に応じて使い分けてもよい。
【００８２】
　図４は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１のシステム構成図である。同図にお
いて、メインシステム部１０と架台部２０と光学部３０との関連が概念図として示される
。メインシステム部１０は、図１記載の構成のほか、メインシステム本体１５、スピーカ
ー１６及びマイク１７を有している。メインシステム本体１５は、図１記載のＲＡＤＡＲ
／ＡＲＰＡ３、ＡＩＳレシーバ５、ＧＰＳレシーバ或いはサテライトコンパス６及びジャ
イロコンパス７と、各種インターフェースで接続されている。また、架台部２０に係る回
転角検出器（付番しない）と接続され、回転式架台２２の回転による方位角或いは仰俯角
を検出する機能を備えている。
【００８３】
　次に、重畳用画像表示装置３４への表示画像の概念とともに、本装置の機能・作用の詳
細を説明する。
【００８４】
　図５は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１の重畳用画像表示装置３４に表示す
る画像表示の概念を示す図である。同図において、（１）重畳用画像表示装置３４を目視
するための視点８を定めるにおいて、自船仕様（例えば、船橋からの床高さ、レピータコ
ンパス位置、レーダーアンテナ位置等を含む。）及びＧＰＳ情報（Ｌａｔ．、Ｌｏｎ．）
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から視点水平位置（同図では、視点水平位置を水平線ｂとしている。）及び視点高さを決
定させ、（２）水平状況表示装置１１の表示画面に係る覆域海面に、レーダーエコー、レ
ーダーターゲット及びＡＩＳ情報等をマッピング（配置）し、（３）透視画像平面ａを仮
定し、海面上のレーダーエコー、他船シンボルを透視画像平面上に変換（写像）し、（４
）架台部２０から与えられる重畳用表示装置光学部を介す場合の光学幾何学補正式を、透
視画像平面ａ上の表示データに適用し、重畳表示用装置画像源１２用表示データを作成す
る。なお、透視画像平面ａに係る水平線ｂより下部に周囲環境情報或いは他船状況（本来
は空中に存在する物体も含む。）を貼り付ける。
【００８５】
　図６は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１に係る透視画像平面ａのパターンを
示す図である。同図に示すとおり、透視画像平面ａは水平線ｂを基準に、海対空が１対１
の場合と、海対空が２対１の場合とに分けられる。海対空が２対１の場合は、近くの状況
を表示したい場合に適している。
【００８６】
　図７は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１における重畳用表示装置画像源１２
から投影される画像に係る光路図を示す図である。同図において、重畳用表示装置画像源
１２から投影された画像は、ミラー３３に入射光ａ、ａ´が入射し、反射角θ（図示しな
い）を持った反射光ｂ、ｂ´が反射する。反射光ｂ、ｂ´はレンズ３２に入射し、コンバ
イナ３１に入射光ｃ、ｃ´が略垂直に入射する。入射光ｃ、ｃ´は視点８に対し略水平に
反射光ｄ、ｄ´を反射する。なお、図６に示す視点８の位置は図５に示すコンパス中央で
はないが、視点８に目視される重畳画像は数マイル先の状況を示した画像であるため、そ
の差は微小であり無視してよい。
【００８７】
　図８は、本発明の一実施形態に係る目視認識装置１に係る重畳用表示装置３４で目視で
きる重畳用画像を示す図である。同図に示すように、重畳用表示装置３４に係る画面上に
表示される重畳用画像３４１は、水平線・捕捉線３４０１、船首尾線３４０２、方位線・
方位表示３４０３、補助線３４０４、レーダーエコー３４０５、他船情報・引き出し線３
４０６及び他船シンボル３４０７が重畳して構成される。このような各種補助線を重畳表
示することで、操船者・監視者による正確な目視・状況把握の一層の支援が図られる。
【００８８】
　図９は、図８の補助線３４０４のさらに詳細な構成を示す図である。同図（Ａ）に示す
ように、方位・距離表示補助線が付される方位・距離補助表示画像３４０４ａ、経緯度表
示補助線が付される経緯度補助表示画像３４０４ｂ、一定のグリッド線による補助線が付
されるグリッド補助表示画像３４０４ｃ、がそれぞれ備えられている。これらが補助線機
能３４０４を構成して重畳画面に重畳表示されることで、操船者・監視者のさらに正確な
状況把握を支援する。なお、補助線はこれらに限定されることなく、各種補助線であって
、操船者・監視者の利便性を向上させるものであれば様々なものが採用されてよい。
【００８９】
　図１０乃至１２は、図８のうちの他船情報に係る表示部分、特にレーダーエコー３４０
５、他船情報・引き出し線３４０６及び他船シンボル３４０７の絡む部分の詳細を示す図
である。図１０（Ａ）に示すように、水平線が画面中央よりやや上部に水平に表示される
。これにより、視認者は水平面を基準に他船等の近接関係を自身の感覚に適合させて把握
することが可能となる。さらにこれに加えて、図１０（Ｂ）に示すように、水平線より上
の位置に船舶に関する文字情報が表示される。これにより、他船のシンボル（説明は後述
）表示を妨げることなく、詳細なテキスト情報（船名、方向、速度等）を把握することが
可能となる。
【００９０】
　さらにこの場合において、図１１に示すように、近傍の船の情報は大きく、遠方の船の
情報は小さく表示し、近傍の船の情報は上方に、遠方の船の情報は水平線よりに表示し、
横切り船の横切り方向を、文字の右寄せ左寄せ、同航船は中寄せで表現する（旗のイメー
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ジ）といった工夫がなされている。これにより、視認者は、近傍・遠方の区別や、文字情
報に隠れることなく漏れのない他船把握、横切り方向の把握が、自身の感覚に沿った形で
可能となる。
【００９１】
　また、図１２に示されるように、他船情報の表示方法として、捕捉線で捕捉、またはポ
インティングデバイスで指示した他船の情報は大きく表示させ、ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ３
から衝突警報を受け取った他船のシンボルを赤く表示し点滅する、といった工夫を加えて
いる。これにより注目対象の他船等がより強調されるので、補足対象から遺漏する可能性
が低くなり、安全操行をより確実にする。
【００９２】
　なお、他船情報に係る表示部分については、操船者・監視者の注意力を一層引き付ける
もの、注意力を持続させるもの、情報取得を容易にするものであれば、これら以外の工夫
が採用されてもよい。
【００９３】
　図１３は、上記に説明した構成を持つ目視認識装置１に外部状況を撮像するカメラ、及
び／もしくは操作状況を撮像するカメラを更に備える構成を示す構成図である。同図にお
いて、上記、特に図２で説明した事項と重複する箇所は図２の説明をもって替える。同図
に示されるように、外部状況カメラを更に備えることにより、外部状況がさらに表示され
て操船の便宜がさらに向上する。また、操作状況カメラを更に備えることにより、操船状
況の記録をとることが可能となり、事故発生時の操船上の原因追及の便宜がさらに向上す
る。
【００９４】
　次に、上記のように構成される本装置の動作・使用方法を説明する。
【００９５】
　操船者もしくは監視者は、メインシステム部１０の前にて周囲状況の監視を行う。この
監視に当たっては、水平状況表示装置１１により周囲の平面的位置を把握し、前方の重畳
用表示装置３４により、前方にある障害物、他船等の位置を把握する。このとき、かかる
重畳用表示装置３４に表示される透視画像中の他船、障害物等の情報は、ＲＡＤＡＲ／Ａ
ＲＰＡ３もしくは補完情報装置（図示しない）に基づくレーダー及び／もしくは赤外線等
の非レーダー情報を元にしているため、たとえ天候不順等により前方の視野が開けていな
い場合であっても、漏れなく前方の対象を把握することができる。さらに、平面的な位置
関係は略水平に設置された水平状況表示装置１１により、立面的位置関係は立面的に設置
された重畳用表示装置３４により、それぞれ視認するので、より人間の感覚に近似した把
握が違和感なく可能となる。さらにこのとき、立面画像は透視画像となっているので、近
いものは近く、遠くのものは（小さく）遠くに表示されるため、人間感覚に忠実でスムー
ズな把握ができる。
【００９６】
　ここで、操船者もしくは監視者が特定の対象が、たとえば近接している、或いは高速度
で迫っているために、この対象物の詳細を把握したいと考えた場合には、重畳用表示装置
３４の表示面或いは水平状況表示装置１１の表示面上で、たとえばカーソルによりこれを
ポイントする。ポイントされた対象物のＡＲＰＡ情報、ＡＩＳ情報、ＧＰＳ情報等が、上
述したとおり、現に操船者等が見ている（重畳用表示装置３４或いは水平状況表示装置１
１の表示）画面に重畳して表示されるので、操船者等は、迫り来る対象物から目を離すこ
となく、より正確な情報を掴むことができる。したがって、これまでのように一旦前方か
ら目を他に転じて情報収集する必要がなくなり、より一層の安全操船を可能とする。
【００９７】
　さらにこのとき、進行方向とは別の方向の他船等の情報を得たいとした場合、回転式架
台２２を回転させることで、上記重畳画像が連動して対向面方向の重畳画像の表示に変動
するので、視野角の狭さがカバーされる。また、この回転操作は、現在コンパス上で他船
や物標の方位を測定する動作と非常に親和性が高いため、違和感なく操船者に受け入れら



(16) JP 5207177 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

れることが期待できる。これらにより操船者・監視者にとっての監視の利便性が向上する
。
【００９８】
　本発明の代替的な一実施態様によれば、メインシステム部はＧＰＳ、ジャイロコンパス
、ＡＲＰＡ、ＡＩＳからの情報を統合し、レーダーエコー及び他船シンボルを操船者の視
点からの透視画像に座標変換し重畳用表示装置に表示する。また操船者の表示設定に合わ
せて、方位線や補助線や重畳用表示装置に表示する。水平状況表示装置には実際の方位に
対応したコンパス画像を表示する。メインシステム部には重畳表示用表示装置、水平状況
表示装置、レーダーターゲットの捕捉や解除、表示設定の変更に用いられる操作部を含む
。
【００９９】
　本発明の別の代替的な一実施態様によれば、コンパス前方の重畳用表示装置（半透過型
ディスプレイ）に、レーダー／ＡＲＰＡ
の情報を表示し、本装置側から他船のレーダー捕捉・解除可能な目視認識支援装置として
実現される。重畳用表示装置に、レーダーエコー及び捕捉した他船シンボルを重畳して表
示する際、レーダーエコーや他船シンボルは、操船者視点からの透視画像に変換して表示
される。その結果、実景観上の他船と重畳用レーダーエコーはほぼ重なって表示されるた
め、レーダー上の他船と、目視上の他船を容易に同定できる。船舶では、他のヴィークル
の操縦席等に比し比較的空間に余裕があることから、半透過型情報表示機能全体を架台と
して回転させることにより覆域を広げ、視野角が狭いことをカバーする。また、この回転
操作は、現在コンパス上で他船や物標の方位を測定する動作と非常に親和性が高いため、
違和感なく操船者に受け入れられることが期待できる。本装置は、既存のレーダー、ＧＰ
Ｓ等の航海機器から情報を受け取るので、各船舶において新たなアンテナ、センサ等の設
置は不要である。
【実施例】
【０１００】
　次に、本願発明の一実施例を説明する。本装置はコンパス前面に半透過型のディスプレ
イを用いて、景観と重なるように方位や経緯度を、本船からの距離を表示するとともに、
他船と重ねてARPAやAISから得られた他船情報を表示するものである。また、本装置から
捕捉前のレーダーターゲットを捕捉することや、捕捉済みのレーダーターゲットの解除及
びARPAからの警告の確認を行うことを可能とする。
１．メインシステム部 構成
　メインシステム部はGPS、ジャイロコンパス、RADAR/ARPA、AISからの情報を統合し、レ
ーダエコー及び他船シンボルを操船者の視点からの透視画像に座標変換し重畳用表示装置
に表示する。また操船者の表示設定に合わせて、方位線や補助線や重畳用表示装置に表示
する。水平状況表示装置には実際の方位に対応したコンパス画像を表示する。
 メインシステム部には重畳表示用表示装置、水平状況表示装置、レーダーターゲットの
捕捉や解除、表示設定の変更に用いられる操作部を含む。
２．ハードウェア仕様
2.1　組込用PC
・本システム稼働中に、リアルタイムで遅れなく表示を行い、また操作に対応する動作を
行う能力を有すること。
2.2　重畳用表示装置     
信号入力    DVI及びRGB
dimmer機能を有すること
      　dimmer
機能は、ボリューム状のつまみによって常時調光可能なこと
      　dimmer
調整用のつまみは、指定位置に取り付け可能なこと
      ベゼルが極力少ないものであること
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2.3　水平状況表示装置   
      信号入力    DVI及びRGB
      dimmer機能を有すること
      　dimmer
機能は、ボリューム状のつまみによって常時調光可能なこと
      ベゼルが極力少ないものであること
　　　　スタイラス等のペン状の指示器が使用可能なタッチパネルであること
2.4　操作部　
視点高さ調整器（バネ入り原点自動復帰）、拡大縮小調整器（バネ入り原点自動復帰）、
情報量調整器については、スライダ型と回転型とする。
【０１０１】
　　スライダ型については、バネ入り自動復帰のものと、保持型のもの
各１の予備を準備する。
各操作部のソフトウェア的な実装については、各操作要素を接続し、操作権を切り換えれ
ば使用できる状態にあることとする。
３．ソフトウェア一般仕様
3.1　基本環境
3.2　RADAR/ARPA
との接続及び操作
【０１０２】
　LAN経由でレーダーインターフェースを介し、RADAR/ARPAに以下の操作を可能とする。
・レーダーエコー信号の取得
・レーダーターゲットの捕捉及び解除
・捕捉したレーダーターゲット情報の取得（進路(course), 速度, 最接近距離(DCPA),最
接近時間(TCPA)）
・自船情報の取得（針路(Heading), 経緯度(Lat. Lon.) , 対地速度(S.O.G.) , 対地進路
(C.O.G)）
・EBL(電子カーソル)、VRM(可変距離環) の操作
3.3　AISレシーバ
との接続及び情報の取得
・AISレシーバまたは同模擬信号を発するPCと、インターフェースを介し接続し、他船のA
IS情報を取得すること
3.4　架台部方位角検出装置との接続及び情報の取得
・架台部方位角検出装置（回転角検出器）からの出力に基づき、全方位360度について、0
.1度の精度で装置の回転方位を得ること。
3.5　その他の機器との接続
3.5.1　GPSレシーバとの接続及び情報の取得
　　・GPSレシーバとインターフェースに基づくGPS情報（経緯度(Lat. Lon.) , 対地速度
(S.O.G.) , 対地進路(C.O.G)）,
針路(Heading, サテライトコンパスの場合)）を取得する
3.5.2　ジャイロコンパスとの接続及び情報の取得
・ジャイロコンパスとインターフェースを介し接続し、ジャイロコンパス情報（真北）を
取得する
・真北情報から、Heading を計算する能力を有する
４．重畳用表示について
4.1　重畳用表示概念
(1)　自船仕様（船橋床高さ、レピータコンパス位置、レーダアンテナ位置）、GPS情報(L
at.,
Lon.)　から、視点水平位置及び視点高さが定まる
(2)　レーダエコー、レーダターゲット、AIS情報を、覆域海面にマッピング（配置）する
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(3)　透視画像平面を仮定する。そして、海面上のレーダーエコー、他船シンボルを透視
画像平面上に変換（写像）する
(4)　架台部
から与えられる、重畳用表示装置光学部を介す場合の光学幾何補正式（表）を、透視画像
平面上の表示データに適用し、重畳表示用表示装置 画像源用表示データを作成する。
4.2　重畳用表示内容
重畳用表示装置に表示される内容は、階層構造からなる。
・水平線・捕捉線
・船首尾線
・方位線・方位表示
・補助線
・レーダーエコー
・他船情報・引き出し線
・他船シンボル
５．機能仕様
５－１設定
（１）設定ファイル
・各種設定パラメータは、全てtext形式設定ファイルに記述される。起動時または必要時
に読み込むことにより、各機能が設定値に設定される。
（２）設定項目：初期設定項目として、以下の情報を入力する
・船名：整理に利用する
・船橋高さ：標準喫水の時の海面から船橋床面までの高さ。船橋床面から目視認識支援装
置使用時の眼の高さとの和が、視点（EP : Eye Point）高さとなる。
・RADARアンテナの位置：目視認識支援装置位置上の自船位置補正に使用
・GPSアンテナの位置：目視認識支援装置位置上のレーダーエコー位置補正に使用
５－２情報源の選択
（１）船首方位：船首方位はジャイロコンパス、サテライトコンパス、RADAR/ARPAを同時
に接続した状態で、設定画面より何れを用いるか選択できる
（２）現在位置：現在位置の経緯度座標は、GPSレシーバ(またはサテライトコンパス)、R
ADAR/ARPAを同時に接続した状態で、メニューより何れを用いるか選択できる
（３）AIS情報：AISによる他船情報は、AISレシーバまたは同信号を模擬するPCから取得
する
５－３重畳用表示
（１）概要：目視認識支援装置の所定の位置に視点を置いて前方を光学部の半透過型表示
装置を透して見た場合、以下に示す基本表示と、目測を取りやすくするための補助表示、
レーダーエコーが、海面上に重なるように透視表示されること。各表示機能について以下
に示す。目視認識支援装置の回転に応じ、装置の方位角を検出し、方位角に対応する表示
をリアルタイムで更新する。
（２）色調：全表示の色調を一括して、調整する機能を有する。緑系、赤系、白系、黄系
、青系
に関しては予め準備されている。
５－４基本表示
（１）水平線
・水平線を表示する。
・太さ、色、線種、濃淡（透明度）を調整可能とする
（２）捕捉線
・目視認識支援装置の中央正面延長線上のラインを「捕捉線」と呼び、常時正面中央に表
示する。
・太さ、色、線種、濃淡（透明度）を調整可能とする
（３）船首尾線
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・目視認識支援装置の方位角を基に船首尾線を表示する
・太さ、色、線種、濃淡（透明度）を調整可能とする
（４）方位目盛
・水平線上に方位目盛りを表示する。
・方位目盛りは真方位と船首方位を零度とした相対方位を選択可能とする。
・方位目盛りは、360度表示、32点表示から選択可能とする。
・時計表示の場合、方位目盛りは真方位（360度表示、32点表示）、船首方位を零度とし
た相対方位を選べるものとする。
・太さ、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
（５）方位表示
・方位表示は度表示の場合は１０度毎に表示する。
・点表示の場合で真方位の場合は、N,NNE, NE の様に１６方位分を表示する。 
・表示・非表示、フォント、文字の大きさ、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
５－５補助表示
目測を容易にするために、海面に重畳して以下の表示を可能とする
・自船からの距離の増大にしたがい、線の太さ、または、色の濃淡（透明度）を変化させ
ることが可能なこと
・視点高さ調整器、拡大縮小調整器
の操作にリアルタイムに反応して、補助表示も更新されること
（１）方位・距離表示
・自船の目視認識支援装置コンパス中央を中心とした、方位線及び等距離円を表示する
・目視認識支援装置の回転に応じ、方位線は海面に留まるように回転すること
・表示・非表示、線種、フォント、文字の大きさ、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
（２）経緯度表示
・海面に経緯度を表示する
・経緯度は自船の移動に従い、実際の経緯度どおりに更新されること
・経緯度の値を表示可能なこと
・経緯度間隔を設定可能なこと
・表示・非表示、線種、フォント、文字の大きさ、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
５－６レーダーエコー
・LANケーブルで接続したレーダインターフェイスを介して、RADAR/ARPAに対しレーダdll
 を使用し呼び出すことによりレーダーエコーを取得する。
・レーダーエコーは自船レーダアンテナを中心としたPPI表示（真上から見た表示）であ
るので、エコーを海面に貼り付いていると仮定した上で、視点からの透視画像に変換し表
示する。「視野」範囲のレーダエコーを、透視画像平面上に変換する
・表示・非表示、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
５－７レーダ他船捕捉及び解除
・捕捉線と重なった他船、（２）－３：右グリップポインティングスティック、または（
３）－３：トラックボールによってカーソルをあわせて、（２）－１：Aトリガー　（３
）－１：トラックボールの左ボタンを押した他船については、AIS情報を表示する。またA
RPA捕捉を開始し、進路、速度、TCPA,
DCPA を判明次第表示する。
５－８他船シンボル表示：AIS信号を放送している、またはARPA捕捉中の他船は、レーダ
ーエコーに重ねて他船シンボルを表示する。
・シンボルは IEC60872-1 その他関連するIEC, IMO の基準に準拠する
・他船シンボルは、画面貼り付けと海面貼り付けから選択できる
５－９他船情報表示：他船情報の表示は以下から選択できる
（１）直接重畳表示
・直接他船シンボルの脇に表示する
・表示情報の項目を設定可能とする
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・情報表示の位置（上下左右斜め上、計八方向）は設定可能
・表示情報項目を設定可能
・情報を表示する文字のフォント、太さ、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
・全て重なるか、または距離が近いものほど上に表示調整可能とする
・警報が鳴っているものを、上に表示調整可能とする
（２）引き出し表示
・他船シンボルから上または斜めに引き出し線を出し、水平線より上方に他船情報を表示
する
・表示情報の項目を設定可能とする
・情報表示の位置を設定可能とする
・表示情報項目を設定可能とする
・情報を表示する文字のフォント、太さ、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
・全て重なるか、または距離が近いものほど上層に表示調整可能とする
・情報が互いに重ならないように、位置を自動でずらして表示可能とする
（３）引き出し表示(真上)
・他船シンボルより上方に他船情報を表示する
・引き出し線は全て水平線に対し、垂直とする
・情報の横書き表示、横書きにしたまま縦・斜め表示、縦書き表示を設定可能とする
・情報表示の位置（上下左右斜め上、計八方向）は設定可能
・表示情報項目を設定可能
・全て重なるか、または距離が近いものほど上に表示調整可能とする
・情報を表示する文字のフォント、太さ、色、濃淡（透明度）を調整可能とする
・距離と連動して情報を表示する文字のフォント、太さ、色、濃淡（透明度）を調整可能
とする
・距離と連動して情報を表示する位置を、水平線により近くまたは遠方に表示可能とする
。
・横切り船の横切り方向に応じて、情報の表示方法を右寄せ、左寄せ、中寄せ（同航・反
航船）に設定可能とする
（４）共通事項
・捕捉線で捕捉、またはポインティングデバイスで指示した他船の情報は大きく表示され
る
・RADAR/ARPAから衝突警報を受け取った他船のシンボルを赤く表示し点滅させる。
５－１０視点高さの調整
・他船は船首方向の水平線近傍に集まることとなるため、水平線近傍の他船の情報や位置
関係が認識しづらい。
・そこで一つの可変調整器によって視点高さを変更できる視点高さ調整器を備える。
・視点高さは調整器の調整に従い直ちにインタラクティブに変化する。また、手を離すと
船橋高さまで自動復帰する
・調整器の操作と動作の関係を設定可能なこと
５－１１表示画像の拡大・縮小（圧縮）
・一つの可変調整器によって、一時的に視野を拡大・縮小できる拡大縮小調整器を備える
・画像の拡大縮小は、視点と透視画像平面の位置関係の比を変更することにより行う。
【０１０３】
・視点高さは調整器の調整に従い直ちにインタラクティブに変化する。また、手を離すと
基本位置まで自動復帰する
・調整器の操作と動作の関係を設定可能なこと
５－１２表示情報量の調整
・一つの可変調整器によって表示情報量を調整できる情報量調整器を備える
・調整器の操作と動作の関係を設定可能なこと
・調整は、船首方向・DCPA・TCPAの三つの要素から判定する
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５－１３更新レート
（１）表示は可能な限りリアルタイムで更新すること
（２）目視認識支援装置の回転、視点高さ調整器の使用、拡大縮小調整器の使用について
は、操作に対応してインタラクティブに更新されること。その際、視点の変化に対する更
新を優先し、表示情報の更新は一時保留となることも可とする。
（３）更新優先順位
　　・捕捉線、船首尾線、水平線、方位目盛り(大目盛り)、方位表示（以上要30Hz）
　　・ポインティングデバイスで指示または、捕捉線と重なった他船情報（要10Hz以上）
　　・警報
　　・他船シンボル
　　・他船情報（警報が出ているもの）
　　・レーダーエコー（以上2Hz 以上）
　　・その他の他船情報
　　・その他操作系の表示（以上1Hz 以上）
５－１４光学補正
・視点と景観画像の間に仮想の透視画像平面を設定する。その際、透視平面の各座標と重
畳用表示装置画像源の各座標の関係は、数式（行列式を含む）または表の形で、重畳用表
示装置光学部より与えられるので、適切な透視画像が表示されるように、変換した画像を
生成し、画像源に出力する機能とする。
５－１５表示画像：画像位置調整のため以下の機能を有する
５－１６位置調整機能
・表示画像の拡大縮小
・表示画像位置の左右及び上下移動
５－１７水平状況表示装置
（１）入力切り換えスイッチの選択により、コンパス画面またはレーダ画面を表示する。
（２）画像位置調整のため以下の機能を有する
・表示画像の拡大縮小
・表示画像位置の左右及び上下移動
（３）コンパス画面は、コンパスローズの他、２種類以上を選択可能とする
５－１８操作・警告音出力
・設定したイベント（警報、他船情報選択等）が発生した際に、警告音を発生する機能と
する。
・警告音は、ファイルの形で用意される。
・設定により、出力・非出力、音声ファイルの選択を可能とする。
【０１０４】
　以上、詳細に説明したように、本願発明によれば、操船者の視点からの透視画像に変換
されて表示されることから、目視と表示画像との差異がほぼなくなり、レーダー上の他船
と目視上の他船とが容易に同定される。したがって、操船者の監視負担を軽減し、より安
全な操船が可能となる。
【０１０５】
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱し
ない範囲内で種々変更して実施することが可能である。
【０１０６】
　たとえば、上記説明では、主に海洋における船舶航行時の周囲状況把握の場面を例にと
って説明したが、本願発明に係る技術思想はその本質上、船舶の操船時のみならず、車輌
操行、航空機操縦の際の周囲の安全状況把握にも応用することができるものである。また
、たとえば、水平面的な情報を略水平に、立面的情報を率面に表示させるという思想は、
現在の車輌・航空機では総てを立面的に表示していることが人間工学的に、人間感覚に対
する歪みを与えている点に鑑みれば、他産業であっても応用・利用可能性とその価値は計
り知れないものがある。
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【０１０７】
　またたとえば、上記では補完情報として赤外線による情報を重畳表示する態様を例示的
に示したが、本願の技術思想上、その他たとえば、近紫外パルスレーザー（波長３８０～
２００ｎｍ）照射、遠紫外パルスレーザー（波長２００～１０ｎｍ）照射光を利用するも
の、或いは蛍光、水ラマン散乱光、弾性散乱光の全部もしくは一部から取得する情報を用
いる場合も適用可能である。
【０１０８】
　また、上述したものは本発明に係る技術思想を具現化するための実施形態の一例を示し
たにすぎないものであり、他の実施形態でも本発明に係る技術思想を適用することが可能
である。
【０１０９】
　さらにまた、本発明を用いて生産される装置、方法、システムが、その２次的生産品に
搭載されて商品化された場合であっても、本発明の価値は何ら減ずるものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　上述したように、船舶操行中の周囲の状況把握に、目視及びレーダー等の確認を効率化
・簡易化し、目視での状況認識を基本としてレーダー等でその認識を支援するべく船舶の
輻輳海域での操船時の監視において、人間の目視景観とレーダー上の他船・周囲状況等の
情報とを重畳させて表示させることで、見張り作業の負担を軽減し、如何なる状況下でも
操船判断を的確に行うことを支援する本願発明は、船舶は勿論のこと、さらに、海洋、水
系で用いられる乗り物の操縦一般の際に、周囲状況の判断を的確に行うことを支援するも
のである。
【０１１１】
　したがって、本願は、船舶は無論、海洋、水系で用いられる浮体や乗り物等に広く適用
できるものであり、これらの製造産業を初め、これに付帯する海運業、運送業、旅行業等
幅広い産業において利用可能性が高いものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る目視認識装置１を含む全体構成を示す概要図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る目視認識装置１の詳細な構成図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る目視認識装置１のメインシステム部１０の操作部１３
を示す詳細図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る目視認識装置１のシステム構成図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る目視認識装置１の重畳用画像表示装置３４に表示する
画像表示の概念を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る透視画像１本発明の一実施形態に係る目視認識装置１
に係る透視画像平面ａのパターンを示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る目視認識装置１におけるメインシステム部１０の重畳
用表示装置画像源１２から投影される画像に係る光路図を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る目視認識装置１に係る重畳用表示装置３４に目視でき
る重畳用画像を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る図８の補助線３４０４のさらに詳細な構成を示す図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態に係る図８のうちの他船情報に係る表示部分、特にレーダ
ーエコー３４０５、他船情報・引き出し線３４０６及び他船シンボル３４０７の絡む部分
の詳細を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る図８のうちの他船情報に係る表示部分、特にレーダ
ーエコー３４０５、他船情報・引き出し線３４０６及び他船シンボル３４０７の絡む部分
の詳細を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る図８のうちの他船情報に係る表示部分、特にレーダ
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ーエコー３４０５、他船情報・引き出し線３４０６及び他船シンボル３４０７の絡む部分
の詳細を示す図である。
【図１３】本発明の別の一実施形態に係る目視認識装置１に外部状況を撮像するカメラ、
及び／もしくは操作状況を撮像するカメラを更に備える構成を示す構成図である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…目視認識支援装置、２…レーダーアンテナ、３…ＲＡＤＡＲ／ＡＲＰＡ、５…ＡＩ
Ｓレシーバ、６…ＧＰＳレシーバ／サテライトコンパス、７…ジャイロコンパス、１０…
メインシステム部、１１…水平状況表示装置、１２…重畳用表示装置画像源、２０…架台
部、２２…回転式架台、３０…光学部

【図１】 【図２】
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